
声明／倫理に関する見解

Copyright © 日本産科婦人科学会 All rights reserved.

English検索

学会について 学術講演会・研修会 学会誌・刊行物 産婦人科専門医 声明／倫理に関する見解 委員会情報

精子の凍結保存に関する見解

更新日時：2018年7月13日

　ヒト精子の凍結保存（以下本法）は人工授精ならびに体外受精などの不妊治療に広く臨床応用されてい
る。

一方、悪性腫瘍に対しては、外科的療法、化学療法、放射線療法などの治療法が進歩し、その成績が向
上してきたものの、これらの医学的介入により造精機能の低下が起こりうることも明らかになりつつあ
る。そのため、かかる治療を受ける者が将来の挙児の可能性を確保する方法として、受療者本人の意思に
基づき、治療開始前に精子を凍結し保存することは、これを実施可能とする。

なお、本法の実施にあたっては以下の点に留意して行う。

1. 精子の凍結保存を希望する者が成人の場合には、本人の同意に基づいて実施する。精子の凍結保存
を希望する者が未成年者の場合には、本人および親権者の同意を得て、精子の凍結保存を実施する
ことができ、成人に達した時点で、本人の凍結保存継続の意思を確認する。

2. 凍結保存精子を使用する場合には、その時点で本人の生存および意思を確認する。
3. 凍結精子は、本人から廃棄の意思が表明されるか、あるいは本人が死亡した場合、廃棄される。
4. 凍結保存精子の売買は認めない。
5. 本法の実施にあたっては、精子凍結保存の方法ならびに成績、凍結保存精子の保存期間と廃棄、凍
結した精子を用いた生殖補助医療に関して予想される成績と副作用などについて、文書を用いて説
明し、了解を得た上で同意を取得し、同意文書を保管する。

6. 医学的介入により造精機能低下の可能性がある場合は、罹患疾患の治療と造精機能の低下との関
連、罹患疾患の治癒率についても文書を用いて説明する。

（平成19年4月発表、理事長　吉村泰典、倫理委員会委員長　星合　　昊）
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